
〔
商
法
四
五
三
〕

歯
を
再
石
灰
化
す
る
効
果
を
有
す
る
ガ
ム
に
関
す
る
比
較

広
告
中
の
表
示
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
一
三
号
所

定
の
品
質
等
誤
認
表
示
及
び
同
一
四
号
所
定
の
虚
偽
事
実

の
陳
述
流
布
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例

（
繊
響
諜
総
響
件
広
告
差
止
等
請
求
↓

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

一
　
各
種
実
験
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
こ
と
等

の
事
実
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
比
較
広
告
を
す
る
行
為
は
、
不
正
競
争

防
止
法
二
条
一
項
一
三
号
お
よ
び
一
四
号
の
い
ず
れ
の
不
正
競
争
行

為
に
も
該
当
し
な
い
。

二
　
比
較
広
告
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
二
二
号
お
よ
び
一
四

号
の
不
正
競
争
行
為
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、

「
比
較
広
告
に
関
す
る
景
品
表
示
法
上
の
考
え
方
」
を
参
考
と
す
る

ま
で
も
な
く
、
不
正
競
争
防
止
法
所
定
の
各
要
件
を
検
討
す
れ
ば
足

り
る
。

〔
参
照
条
文
〕

　
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
＝
二
号
・
同
一
四
号
、
三
条
、
四
条
、

七
条

〔
事
　
実
〕

　
X
は
、
菓
子
類
、
清
涼
飲
料
水
等
の
製
造
・
加
工
・
販
売
等
を
目

的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
り
、
Y
も
、
菓
子
・
食
料
品
の
製
造
・
売

買
等
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
。
X
と
Y
は
、
い
ず
れ
も
、

ガ
ム
を
含
む
菓
子
等
の
食
料
品
を
販
売
し
て
お
り
、
競
争
関
係
に
あ
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る
。
　
X
は
、
天
然
素
材
甘
味
料
キ
シ
リ
ト
ー
ル
が
平
成
九
年
四
月
に
厚

生
省
（
当
時
）
の
食
品
添
加
物
に
指
定
さ
れ
た
の
を
受
け
、
平
成
九

年
五
月
二
〇
日
、
国
内
初
の
キ
シ
リ
ト
ー
ル
入
り
商
品
と
し
て
「
ロ

ッ
テ
　
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
」
を
発
売
し
た
。
X
は
、
「
ロ
ッ
テ

キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
」
を
発
売
し
て
以
降
、
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
は
ロ

ッ
テ
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
各
種
キ
シ
リ
ト
ー
ル
入
り
ガ
ム

を
継
続
し
て
多
数
発
売
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
平
成
二
一
年
一
〇
月

三
日
よ
り
、
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
・
ガ
ム
＋
2
」
（
以
下
「
キ
シ
リ
ト
ー

ル
＋
2
」
と
い
う
。
）
の
発
売
を
開
始
し
た
。
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋

2
」
は
、
虫
歯
の
原
因
に
な
ら
な
い
天
然
素
材
甘
味
料
キ
シ
リ
ト
ー

ル
を
五
五
％
以
上
配
合
し
、
さ
ら
に
、
キ
シ
リ
ト
ー
ル
の
他
に
フ
ク

ロ
ノ
リ
抽
出
物
（
フ
ノ
ラ
ン
）
及
び
第
ニ
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
リ

ン
酸
ー
水
素
カ
ル
シ
ウ
ム
）
の
二
つ
を
プ
ラ
ス
し
て
配
合
し
た
商
品

で
あ
る
。
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋
2
」
は
、
厚
生
労
働
省
の
特
定
保
健

用
食
品
の
表
示
の
許
可
を
取
得
し
て
い
る
。

　
X
は
、
現
在
、
キ
シ
リ
ト
ー
ル
入
り
ガ
ム
の
主
力
製
品
と
し
て
、

「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋
2
」
を
、
以
下
の
と
お
り
販
売
し
て
い
る
。

①
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
（
粒
）
〈
ラ
イ
ム
ミ
ン
ト
〉
一
四
粒
一
二
〇

円
、
②
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
（
粒
）
〈
フ
レ
ッ
シ
ュ
ミ
ン
ト
〉
一
四

粒
二
一
〇
円
、
③
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
（
粒
）
〈
ピ
ン
ク
ミ
ン
ト
〉

一
四
粒
一
二
〇
円
、
④
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
（
粒
）
〈
ラ
イ
ム
ミ
ン

ト
〉
三
P
三
六
〇
円
、
⑤
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
（
粒
）
〈
フ
レ
ッ
シ

ュ
ミ
ン
ト
〉
三
P
三
六
〇
円
、
⑥
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
（
粒
）
〈
ピ

ン
ク
ミ
ン
ト
〉
三
P
三
六
〇
円
、
⑦
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
フ
ァ
ミ
リ

ー
ボ
ト
ル
〈
ラ
イ
ム
ミ
ン
ト
〉
八
○
○
円
、
⑧
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム

フ
ァ
ミ
リ
ー
ボ
ト
ル
〈
フ
レ
ッ
シ
ュ
ミ
ン
ト
〉
八
O
O
円
、
⑨
キ
シ

リ
ト
ー
ル
ガ
ム
ハ
ン
デ
ィ
ボ
ト
ル
〈
ラ
イ
ム
ミ
ン
ト
〉
四
六
〇
円
、

⑩
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
ハ
ン
デ
ィ
ボ
ト
ル
〈
フ
レ
ッ
シ
ュ
ミ
ン
ト
〉

四
六
〇
円
、
⑪
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
（
板
）
〈
ク
ー
ル
ハ
ー
ブ
〉
八

枚
一
二
〇
円
、
⑫
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
（
板
）
〈
ユ
ー
カ
リ
ミ
ン
ト
〉

八
枚
二
一
〇
円
、
⑬
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
（
板
）
〈
ク
ー
ル
ハ
ー
ブ
〉

三
P
三
六
〇
円
、
⑭
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
（
粒
）
〈
ラ
イ
ム
ミ
ン
ト
〉

五
P
六
〇
〇
円
、
⑮
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
（
粒
）
〈
フ
レ
ッ
シ
ュ
ミ

ン
ト
〉
五
P
六
〇
〇
円
。
以
上
の
よ
う
に
、
X
は
、
平
成
九
年
五
月

二
〇
日
、
国
内
初
の
キ
シ
リ
ト
ー
ル
入
り
商
品
で
あ
る
「
ロ
ッ
テ

キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
」
の
販
売
開
始
以
降
、
多
種
に
わ
た
る
キ
シ
リ

ト
ー
ル
ガ
ム
商
品
の
販
売
を
継
続
し
て
き
た
。
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋

2
」
に
は
、
「
歯
を
丈
夫
で
健
康
に
保
ち
ま
す
」
と
大
書
さ
れ
て
お

り
、
X
は
、
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋
2
」
を
デ
ン
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
食
品

と
し
て
販
売
し
て
い
る
。

　
Y
は
、
平
成
一
五
年
五
月
二
〇
日
よ
り
、
関
東
、
甲
信
越
、
静
岡
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県
に
お
い
て
、
「
ポ
ス
カ
ム
」
の
発
売
を
開
始
し
た
。
「
ポ
ス
カ
ム
」

は
、
歯
の
再
石
灰
化
促
進
を
目
的
と
し
て
リ
ン
酸
化
オ
リ
ゴ
糖
カ
ル

シ
ウ
ム
を
配
合
し
た
粒
状
の
ガ
ム
で
あ
る
。

　
Y
は
、
「
ポ
ス
カ
ム
」
に
関
し
、
東
京
都
内
外
関
東
地
区
で
配
布

さ
れ
た
平
成
一
五
年
五
月
二
二
日
付
け
朝
日
新
聞
首
都
圏
版
夕
刊
三

版
最
終
面
に
、
紙
面
三
分
の
二
の
ス
ペ
ー
ス
を
使
用
し
た
大
広
告
を

掲
載
し
た
。
Y
は
、
「
ポ
ス
カ
ム
」
に
つ
い
て
、
こ
の
新
聞
広
告
に

お
い
て
、
コ
般
的
な
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
に
比
べ
約
五
倍
の
再
石

灰
化
効
果
を
実
現
。
ポ
ス
カ
ム
は
、
歯
を
丈
夫
で
健
康
に
し
ま
す
。
」

と
大
き
く
表
示
し
、
「
ヒ
ト
唾
液
浸
漬
法
で
の
一
般
的
な
キ
シ
リ
ト

ー
ル
ガ
ム
と
の
比
較
試
験
」
と
の
表
題
の
下
に
、
「
ポ
ス
カ
ム
」
〈
ク

リ
ア
ド
ラ
イ
〉
と
』
般
的
な
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
」
と
の
対
比
表

を
掲
載
し
、
「
特
許
成
分
℃
O
ω
－
O
餌
（
リ
ン
酸
化
オ
リ
ゴ
糖
カ
ル
シ

ウ
ム
）
を
配
合
し
た
ポ
ス
カ
ム
は
、
歯
の
主
成
分
で
あ
る
リ
ン
酸
と

カ
ル
シ
ウ
ム
を
傷
つ
い
た
歯
に
効
率
的
に
補
給
・
浸
透
さ
せ
る
こ
と

で
、
一
般
的
な
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
の
約
五
倍
の
再
石
灰
化
を
実
現

し
ま
し
た
。
…
…
口
内
を
歯
が
再
石
灰
化
し
や
す
い
環
境
に
整
え
、

歯
を
丈
夫
で
健
康
に
す
る
、
ポ
ス
カ
ム
。
」
な
ど
と
記
載
し
た
。
そ

の
後
も
、
複
数
回
に
わ
た
り
、
讃
士
買
新
聞
、
産
経
新
聞
、
毎
日
新
聞
、

日
本
経
済
新
聞
、
朝
日
新
聞
の
夕
刊
最
終
面
の
紙
面
三
分
の
二
を
使

用
し
、
あ
る
い
は
、
全
面
を
使
用
し
て
、
同
様
の
大
広
告
を
掲
載
し

た
。　
Y
は
、
自
社
ホ
ー
ム
ベ
ー
ジ
内
の
Y
商
品
広
告
宣
伝
欄
に
お
い
て

も
、
平
成
一
五
年
五
月
二
〇
日
以
降
、
「
ポ
ス
カ
ム
」
に
つ
い
て
、

』
般
的
な
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
の
約
五
倍
の
再
石
灰
化
を
実
現
し

ま
し
た
。
」
と
の
表
示
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
る
。
Y
は
、
上
記
広

告
に
お
い
て
、
Y
商
品
の
「
ポ
ス
カ
ム
」
を
』
般
的
な
キ
シ
リ
ト

ー
ル
ガ
ム
」
と
比
較
し
、
そ
の
「
約
五
倍
の
再
石
灰
化
効
果
を
実

現
」
す
る
と
表
示
し
た
（
以
下
、
本
件
比
較
表
示
を
含
む
Y
の
広
告

を
「
本
件
比
較
広
告
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
）
。
同
比
較
広
告
に
お

け
る
「
一
般
的
な
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
」
と
は
、
X
商
品
で
あ
る

「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋
2
」
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
上
記
広
告
に
お
け

る
』
般
的
な
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
に
比
べ
、
約
五
倍
の
再
石
灰
化

効
果
を
実
現
。
」
と
の
表
示
（
本
件
比
較
表
示
）
は
、
Y
商
品
の

「
ポ
ス
カ
ム
」
が
、
X
商
品
の
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋
2
」
と
比
較
し

て
、
「
約
五
倍
の
再
石
灰
化
効
果
を
実
現
」
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

表
示
で
あ
る
。

　
X
は
、
Y
の
新
聞
広
告
掲
載
前
の
平
成
一
五
年
五
月
一
三
日
、
Y

が
「
ポ
ス
カ
ム
」
に
関
し
、
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
の
五
倍
の
再
石
灰

化
効
果
が
あ
る
と
の
広
告
・
宣
伝
を
開
始
す
る
と
の
情
報
を
入
手
し

た
こ
と
か
ら
、
Y
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
広
告
・
宣
伝
は
不
当
か
つ

違
法
で
あ
り
、
中
止
す
る
よ
う
警
告
し
た
。
X
は
、
こ
の
警
告
書
を
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送
付
す
る
に
当
た
り
、
訴
外
東
京
歯
科
大
学
口
腔
超
微
構
造
学
講
座

A
教
授
が
行
っ
た
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
・
ガ
ム
＋
2
〈
ピ
ン
ク
ミ
ン

ト
V
」
と
「
ポ
ス
カ
ム
」
の
再
石
灰
化
促
進
比
較
ぎ
≦
q
o
試
験

（
試
験
管
に
よ
る
試
験
）
に
基
づ
く
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
X
の
「
キ

シ
リ
ト
ー
ル
・
ガ
ム
十
2
〈
ピ
ン
ク
ミ
ン
ト
〉
」
が
Y
の
「
ポ
ス
カ

ム
」
の
約
二
倍
の
再
石
灰
化
効
果
が
あ
っ
た
旨
の
結
果
を
具
体
的
に

指
摘
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
Y
は
、
平
成
一
五
年
五
月
一
六
日
付
け
で
X
に
対

す
る
回
答
書
を
送
付
し
た
。
Y
は
、
こ
の
回
答
書
に
お
い
て
、
「
ポ

ス
カ
ム
が
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
に
比
べ
約
五
倍
の
再
石
灰
化
効
果
が

あ
る
」
と
い
う
事
実
は
、
客
観
的
に
実
証
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
基
づ
く

も
の
で
、
誤
り
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
ポ
ス
カ
ム

が
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
に
比
べ
約
五
倍
の
再
石
灰
化
効
果
が
あ
る
」

こ
と
は
、
日
本
糖
質
学
会
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
ジ
ャ
ー
ナ
ル

「
↓
お
ロ
α
ω
冒
O
ξ
8
ω
9
①
5
8
四
⇒
α
O
ξ
8
8
0
げ
⇒
〇
一
〇
鵬
《
」
誌

「
く
o
一
」
㎝
、
Z
9
0
0
N
竃
胃
魯
8
8
」
の
七
五
頁
な
い
し
八
九
頁
に

掲
載
さ
れ
た
論
文
（
以
下
「
T
I
G
G
論
文
」
と
い
う
。
耳
ε
”
＼
＼

要
巧
多
鴇
F
8
D
首
＼
↓
お
O
＼
o
o
N
℃
∪
閃
＼
内
蝉
ヨ
餌
鐙
訂
も
＆
か
ら
入
手

可
能
。
）
の
中
で
、
「
ポ
ス
カ
ム
と
、
フ
ク
ロ
ノ
リ
抽
出
液
及
び
第
ニ

リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
を
含
む
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
を
実
験
比
較
し
、

四
日
間
処
理
で
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
が
五
・
九
％
の
再
石
灰
化
率
で

あ
る
の
に
対
し
、
『
ポ
ス
カ
ム
』
は
そ
の
五
・
三
六
倍
の
三
一
・
六

％
の
再
石
灰
化
率
で
あ
る
」
旨
の
報
告
が
さ
れ
て
お
り
、
「
ポ
ス
カ

ム
が
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
に
比
べ
約
五
倍
の
再
石
灰
化
効
果
が
あ

る
」
こ
と
は
、
客
観
的
に
実
証
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
基
づ
く
も
の
で
あ

り
、
誤
り
は
な
い
と
主
張
し
た
。
な
お
、
T
I
G
G
論
文
に
お
け
る

「
フ
ク
ロ
ノ
リ
抽
出
液
及
び
第
ニ
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
を
含
む
キ
シ

リ
ト
ー
ル
ガ
ム
」
と
は
、
X
商
品
の
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋
2
」
を
指

す
。　
Y
は
、
同
様
の
内
容
で
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
準
備
を
行
っ
て

い
た
。
X
は
、
平
成
一
五
年
五
月
一
四
日
付
け
で
、
株
式
会
社
東
京

放
送
、
全
国
朝
日
放
送
株
式
会
社
、
日
本
テ
レ
ビ
放
送
網
株
式
会
社

な
ど
に
対
し
て
、
Y
に
送
付
し
た
前
記
警
告
書
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
送

信
し
、
さ
ら
に
、
報
道
関
係
各
会
社
に
対
し
て
、
「
同
年
七
月
二

日
ま
で
に
、
Y
の
実
施
し
て
い
る
本
件
比
較
広
告
の
差
止
め
と
損
害

賠
償
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
」
趣
旨
の
書
面
を
交
付
し
た
。
こ

の
た
め
、
こ
れ
ら
の
テ
レ
ビ
局
は
、
社
団
法
人
日
本
民
間
放
送
連
盟

の
規
定
す
る
日
本
民
間
放
送
連
盟
放
送
基
準
第
一
〇
〇
号
（
「
事
実

を
誇
張
し
て
視
聴
者
に
過
大
評
価
さ
せ
る
も
の
は
取
り
扱
わ
な

い
。
」
）
に
該
当
す
る
と
判
断
し
て
、
Y
に
よ
る
テ
レ
ビ
広
告
の
放
映

を
控
え
た
。
ま
た
、
各
新
聞
に
お
い
て
も
、
Y
に
よ
る
本
件
比
較
広

告
と
同
種
の
広
告
の
掲
載
を
控
え
た
。
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T
I
G
G
論
文
は
、
「
馬
鈴
薯
澱
粉
由
来
リ
ン
酸
化
オ
リ
ゴ
糖
の

生
産
と
応
用
」
と
題
す
る
、
訴
外
B
外
五
名
が
発
表
し
た
論
文
で
あ

る
。
そ
の
概
要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
要
約
文

に
は
「
馬
鈴
薯
澱
粉
の
加
水
分
解
か
ら
、
新
し
い
機
能
性
食
品
素
材

で
あ
る
リ
ン
酸
化
オ
リ
ゴ
糖
を
開
発
し
た
。
こ
の
リ
ン
酸
化
オ
リ
ゴ

糖
は
二
つ
の
画
分
P
O
－
1
画
分
お
よ
び
P
O
－
2
画
分
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
た
。
…
…
リ
ン
酸
化
オ
リ
ゴ
糖
は
カ
ル
シ
ウ
ム
と
水
溶
性
の

複
合
体
を
形
成
し
、
カ
ル
シ
ウ
ム
ー
リ
ン
酸
の
沈
殿
形
成
を
阻
害
す

る
効
果
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
効
果
は
、
P
O
－
2
画
分
が

P
O
－
1
画
分
よ
り
も
強
か
っ
た
。
以
上
の
結
果
を
も
と
に
両
画
分

を
含
む
リ
ン
酸
化
オ
リ
ゴ
糖
の
食
品
素
材
と
し
て
の
用
途
を
開
発
し

た
。
ま
ず
、
リ
ン
酸
化
オ
リ
ゴ
糖
の
カ
ル
シ
ウ
ム
塩
（
℃
O
ω
－
O
餌
）

は
、
水
溶
性
カ
ル
シ
ウ
ム
供
給
の
た
め
の
食
品
素
材
と
し
て
優
れ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
う
蝕
予
防
の
観
点
か
ら
、
リ
ン
酸
化

オ
リ
ゴ
糖
が
う
蝕
原
因
細
菌
で
あ
る
ミ
ュ
ー
タ
ン
ス
連
鎖
球
菌
の
栄

養
源
に
な
ら
ず
、
本
菌
の
産
生
す
る
酸
に
よ
る
プ
ラ
ー
ク
内
の
田
の

低
下
も
抑
制
す
る
作
用
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ

ら
に
、
勺
○
ω
δ
蝉
は
初
期
う
蝕
を
誘
発
し
た
エ
ナ
メ
ル
質
や
象
牙
質

の
再
石
灰
化
を
効
果
的
に
促
進
す
る
作
用
も
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
」
と
記
載
さ
れ
、
本
論
に
お
い
て
、
リ
ン
酸
化
オ
リ
ゴ
糖
の

開
発
経
緯
、
組
成
物
構
造
、
カ
ル
シ
ウ
ム
ー
リ
ン
酸
沈
殿
形
成
阻
害

効
果
、
歯
エ
ナ
メ
ル
質
の
再
石
灰
化
効
果
等
に
関
す
る
論
述
が
さ
れ

て
い
る
。
リ
ン
酸
化
オ
リ
ゴ
糖
の
歯
エ
ナ
メ
ル
質
の
再
石
灰
化
効
果

に
つ
い
て
は
、
「
D
　
リ
ン
酸
化
オ
リ
ゴ
糖
の
オ
ー
ラ
ル
ヘ
ル
ス
ヘ

の
応
用
」
（
八
○
頁
以
下
）
に
お
い
て
、
再
石
灰
化
効
果
に
関
す
る

営
≦
q
o
で
の
試
験
、
す
な
わ
ち
、
「
D
－
ー
　
リ
ン
酸
化
オ
リ
ゴ

糖
の
冒
く
箭
o
で
の
再
石
灰
化
促
進
効
果
」
、
「
D
1
2
1
ー
　
ヒ
ト

唾
液
浸
漬
試
験
」
、
「
D
1
2
1
2
　
ヒ
ト
ロ
腔
内
試
験
」
、
「
D
1
2

1
3
　
市
販
ガ
ム
の
再
石
灰
化
促
進
効
果
の
評
価
（
以
下
、
「
D
1

2
1
3
実
験
」
と
い
う
。
）
」
な
ど
の
試
験
結
果
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

T
I
G
G
論
文
に
お
い
て
、
「
ポ
ス
カ
ム
」
と
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋

2
」
の
再
石
灰
化
促
進
効
果
を
比
較
し
た
実
験
と
し
て
は
、
D
1
2

i
3
実
験
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
D
1
2
1
3
実
験
は
、
市
販
さ
れ
て
い
る
℃
O
ω
－
O
象
＋
）
ガ
ム

（
ポ
ス
カ
ム
）
、
フ
ク
ロ
ノ
リ
抽
出
溶
液
と
第
ニ
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

を
含
む
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
（
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋
2
）
及
び
そ
の
他

の
二
種
類
の
ガ
ム
の
再
石
灰
化
促
進
効
果
に
つ
い
て
、
H
S
I
（
ヒ

ト
唾
液
浸
漬
）
試
験
法
に
よ
り
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
。
試
験
内
容

は
、
お
お
む
ね
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
八
名
の
健
常
な
被
験
者

（
男
性
四
名
、
女
性
四
名
、
平
均
年
齢
三
〇
・
六
歳
）
を
無
作
為
に

四
群
に
分
け
、
二
重
盲
検
の
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
に
よ
る
効
果
確
認
試

験
を
行
っ
た
。
②
八
名
の
被
験
者
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
二
粒
の
ガ
ム
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咀
囑
時
の
唾
液
を
す
べ
て
採
取
し
た
。
採
取
時
に
、
ガ
ム
咀
囑
開
始

後
一
〇
分
の
唾
液
（
F
S
）
と
後
半
一
〇
分
の
唾
液
（
L
S
）
を
分

け
て
採
取
し
た
。
③
脱
灰
し
た
ウ
シ
エ
ナ
メ
ル
質
歯
（
二
本
／
組
）

を
F
S
唾
液
に
二
〇
分
間
、
L
S
唾
液
に
二
〇
分
間
三
七
℃
で
浸
漬

し
た
。
浸
漬
処
理
後
エ
ナ
メ
ル
質
歯
を
直
ぐ
に
脱
イ
オ
ン
水
で
洗
浄

し
た
。
こ
の
操
作
は
一
日
四
回
実
施
し
、
八
日
間
繰
り
返
し
た
。
④

エ
ナ
メ
ル
質
歯
サ
ン
プ
ル
及
び
脱
灰
処
理
方
法
は
定
法
に
従
っ
て
調

整
し
た
。
⑤
こ
の
結
果
、
℃
O
ω
δ
曳
＋
）
ガ
ム
群
の
歯
サ
ン
プ
ル
は
、

他
の
三
群
に
比
較
し
て
有
意
に
低
い
脱
灰
深
度
旧
に
な
っ
て
い
た
。

⑥
ポ
ス
カ
ム
ガ
ム
群
の
再
石
灰
化
率
（
初
期
脱
灰
歯
に
お
け
る
平
均

旧
値
に
対
す
る
処
理
後
の
平
均
b
値
の
減
少
率
％
）
は
、
四
日
間
処

理
及
び
八
日
間
処
理
に
お
い
て
、
三
一
・
六
％
及
び
三
四
・
O
％
で

あ
り
（
図
五
）
、
製
品
A
の
再
石
灰
化
率
は
、
五
・
九
％
及
び
一

四
・
O
％
で
あ
っ
た
。
⑦
表
一
と
し
て
、
脱
灰
深
度
旧
の
値
の
比
較

表
が
、
図
五
と
し
て
、
各
ガ
ム
群
の
再
石
灰
化
率
の
グ
ラ
フ
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
D
1
2
1
3
実
験
に
お
い
て
は
、
T
M
R
（
横
断
マ
イ
ク

ロ
ラ
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
）
法
に
よ
り
再
石
灰
化
効
果
を
評
価
し
て
い

る
。
T
M
R
は
、
C
M
R
（
コ
ン
タ
ク
ト
マ
イ
ク
ロ
ラ
ジ
オ
グ
ラ
フ

ィ
ー
一
試
料
を
フ
ィ
ル
ム
に
密
着
さ
せ
て
（
コ
ン
タ
ク
ト
さ
せ
て
）

X
線
を
照
射
す
る
こ
と
に
よ
り
、
微
細
構
造
が
写
さ
れ
た
X
線
写
真

（
H
マ
イ
ク
ロ
ラ
ジ
オ
グ
ラ
フ
）
を
得
る
技
術
）
の
一
種
で
あ
る
。

　
Y
が
本
件
比
較
広
告
に
お
い
て
行
っ
た
本
件
比
較
表
示
は
、
T
I

G
G
論
文
の
D
1
2
1
3
実
験
の
結
果
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
D
1
2
1
3
実
験
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
脱
灰
深
度
旧
の
値

に
よ
り
算
定
し
た
再
石
灰
化
率
が
、
四
日
問
処
理
に
お
い
て
、
「
ポ

ス
カ
ム
」
は
三
一
・
六
％
で
あ
り
、
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋
2
」
は

五
・
九
％
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
Y
は
、
「
ポ
ス
カ
ム
」
の
再
石
灰

化
効
果
が
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋
2
」
の
約
五
倍
で
あ
る
と
判
断
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
X
は
Y
に
対
し
、
Y
が
「
ポ
ス
カ
ム
」
を
販
売
す
る
に
当
た
っ
て

行
っ
た
広
告
の
中
の
本
件
比
較
表
示
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項

二
二
号
所
定
の
品
質
等
誤
認
表
示
お
よ
び
同
一
四
号
所
定
の
虚
偽
事

実
の
陳
述
流
布
に
当
た
る
と
し
て
、
不
正
競
争
防
止
法
三
条
、
四
条

お
よ
び
七
条
に
基
づ
き
、
右
広
告
に
お
け
る
本
件
比
較
表
示
の
使
用

差
止
、
謝
罪
広
告
お
よ
び
一
〇
億
円
の
損
害
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し

た
。　
争
点
は
、
①
「
ポ
ス
カ
ム
〈
ク
リ
ア
ド
ラ
イ
〉
は
、
一
般
的
な
キ

シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
に
比
べ
約
五
倍
の
再
石
灰
化
効
果
を
実
現
」
（
本

件
比
較
表
示
）
を
含
む
広
告
宣
伝
を
行
う
こ
と
は
、
不
正
競
争
防
止

法
二
条
一
項
一
四
号
所
定
の
虚
偽
事
実
の
陳
述
流
布
に
該
当
す
る
か
、

⑭
Y
が
行
っ
た
本
件
比
較
表
示
は
、
同
法
二
条
一
項
二
二
号
の
品
質
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誤
認
表
示
に
該
当
す
る
か
、
お
よ
び
㈱
X
の
損
害
額
の
三
点
で
あ
る
。

争
点
ω
に
お
い
て
は
、
T
I
G
G
論
文
の
実
験
方
法
の
科
学
的
合
理

性
が
問
題
と
な
り
、
再
石
灰
化
率
の
評
価
に
つ
い
て
Y
が
脱
灰
深
度

b
の
み
に
よ
り
行
っ
て
い
る
が
ミ
ネ
ラ
ル
喪
失
量
△
Z
（
＜
o
一
訳
・

装
ヨ
）
も
併
せ
て
パ
ラ
メ
ー
タ
と
し
て
用
い
る
べ
き
か
と
い
う
点
、

C
M
R
の
撮
影
条
件
な
ら
び
に
脱
灰
深
度
旧
お
よ
び
ミ
ネ
ラ
ル
喪
失

量
△
Z
の
計
測
方
法
の
妥
当
性
、
H
S
I
試
験
法
の
合
理
性
、
ま
た

試
験
で
ウ
シ
歯
を
用
い
る
こ
と
の
妥
当
性
が
主
に
争
わ
れ
た
。
争
点

ω
で
は
、
「
約
五
倍
の
再
石
灰
化
効
果
」
と
の
評
価
が
脱
灰
深
度
M

の
み
に
基
づ
き
ミ
ネ
ラ
ル
喪
失
量
△
Z
の
値
を
表
示
し
な
か
っ
た
点
、

T
I
G
G
論
文
の
D
1
2
1
3
実
験
で
は
脱
灰
深
度
旧
を
四
日
問
処

理
お
よ
び
八
日
間
処
理
の
二
つ
の
実
験
系
で
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
Y
が
四
日
問
処
理
の
結
果
の
み
表
示
し
た
点
、
人
の
歯
で
は
な

く
ウ
シ
歯
を
用
い
た
実
験
で
あ
る
こ
と
を
表
示
し
な
か
っ
た
点
に
つ

い
て
争
わ
れ
た
。

〔
判
　
旨
〕

「
①
『
ポ
ス
カ
ム
は
、
一
般
的
な
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
に
比
べ
約
五

倍
の
再
石
灰
化
効
果
を
実
現
。
』
と
の
本
件
比
較
表
示
を
含
む
本
件

比
較
広
告
は
、
D
1
2
1
3
実
験
を
根
拠
と
し
、
そ
の
実
験
で
示
さ

れ
た
デ
ー
タ
の
と
お
り
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
②
D
I

2
1
3
実
験
は
、
実
験
条
件
、
方
法
等
に
つ
い
て
不
合
理
な
点
は
存

し
な
い
こ
と
、
③
『
D
－
2
i
3
実
験
の
結
果
』
と
『
Y
が
そ
の
後

実
施
し
た
再
実
験
の
結
果
』
と
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
数
値
（
約
五
倍
）

を
示
し
、
D
1
2
－
3
実
験
の
結
果
は
、
上
記
再
実
験
に
よ
り
裏
付

け
ら
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
こ
と
等
の
事
実
に
照
ら
す
な
ら
ば
、

Y
が
本
件
比
較
広
告
を
す
る
行
為
は
、
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項

一
三
号
及
び
一
四
号
の
い
ず
れ
の
不
正
競
争
行
為
に
も
該
当
し
な

い
。
」「
X
は
、
本
件
比
較
広
告
の
根
拠
が
一
編
の
論
文
の
一
回
の
実
験
で

あ
る
こ
と
、
T
I
G
G
論
文
が
科
学
論
文
の
体
裁
を
な
し
て
い
な
い

こ
と
、
Y
等
が
D
1
2
1
3
実
験
の
試
料
を
保
存
し
て
い
な
い
こ
と

等
、
本
件
比
較
広
告
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
一
三
号
及
び
一

四
号
の
不
正
競
争
行
為
に
該
当
す
る
理
由
を
縷
々
主
張
す
る
。
し
か

し
、
本
件
比
較
表
示
の
根
拠
と
な
っ
た
D
1
2
1
3
実
験
の
結
果
が

科
学
的
合
理
性
を
有
す
る
こ
と
は
、
既
に
判
断
し
た
と
お
り
で
あ
る

こ
と
、
X
に
お
い
て
D
1
2
1
3
実
験
と
同
一
条
件
の
下
で
の
追
試

結
果
を
提
出
し
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
す
れ
ば
、
X
の
各
主
張
は
い

ず
れ
も
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
X
は
、
本
件
比
較
広
告
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
一

三
号
及
び
一
四
号
の
不
正
競
争
行
為
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断

に
当
た
っ
て
は
、
『
比
較
広
告
に
関
す
る
景
品
表
示
法
上
の
考
え
方
』
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：
：
を
参
考
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
上
記
不
正

競
争
行
為
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
所

定
の
各
要
件
を
検
討
す
れ
ば
足
り
る
の
み
な
ら
ず
、
上
記
の
考
え
方

を
考
慮
し
て
も
な
お
、
本
件
比
較
広
告
は
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一

項
一
三
号
、
一
四
号
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
X
の
主
張

は
採
用
で
き
な
い
。
」

〔
研
　
究
〕

　
判
旨
の
結
論
に
賛
成
、
一
部
に
疑
問
。

一
　
本
件
は
、
X
が
Y
に
対
し
、
Y
が
「
ポ
ス
カ
ム
」
を
販
売
す
る

に
当
た
っ
て
行
っ
た
広
告
の
中
の
表
示
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一

項
二
二
号
所
定
の
品
質
等
誤
認
表
示
及
び
同
一
四
号
所
定
の
虚
偽
事

実
の
陳
述
流
布
に
当
た
る
と
し
て
、
不
正
競
争
防
止
法
三
条
、
四
条

お
よ
び
七
条
に
基
づ
き
、
上
記
広
告
に
お
け
る
本
件
比
較
表
示
の
使

用
差
止
、
謝
罪
広
告
お
よ
び
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。
当

事
者
は
と
も
に
わ
が
国
を
代
表
す
る
大
手
食
品
会
社
で
あ
る
こ
と
も

相
ま
っ
て
社
会
的
に
注
目
度
の
高
い
事
件
で
あ
り
、
本
判
決
に
つ
い

て
は
報
道
も
多
く
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
比
較
広
告
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
が
商
品
ま
た
は
役
務

の
内
容
等
に
つ
い
て
誤
認
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
す
る
行
為

（
同
法
二
条
一
項
二
二
号
）
お
よ
び
競
争
関
係
に
あ
る
他
人
の
営
業

上
の
信
用
を
害
す
る
虚
偽
の
事
実
を
告
知
・
流
布
す
る
行
為
（
同
法

二
条
一
項
一
四
号
）
を
不
正
競
争
と
し
て
い
る
た
め
、
比
較
広
告
の

う
ち
自
己
の
商
品
等
の
内
容
等
に
つ
い
て
誤
認
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う

な
も
の
や
競
争
事
業
者
の
商
品
等
に
つ
い
て
虚
偽
の
事
実
を
あ
げ
て

誹
諺
す
る
よ
う
な
も
の
が
対
象
と
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
比
較
広
告

が
真
実
の
情
報
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
消
費
者
に
対
し
商

品
や
役
務
の
選
択
の
情
報
を
提
供
す
る
と
い
う
プ
ラ
ス
の
面
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
比
較
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
内
容
の
虚
偽
や
欺
瞳
性
が

あ
る
場
合
に
右
の
二
つ
の
不
正
競
争
類
型
に
よ
っ
て
対
応
し
て
い
け

ば
足
り
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
編

『
逐
条
解
説
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
1
5
年
改
正
版
）
』
（
以
下
、
「
逐

条
解
説
」
と
い
う
。
）
八
0
頁
）
。

　
判
決
の
内
容
の
大
部
分
が
事
実
認
定
に
割
か
れ
て
い
る
が
、
科
学

的
な
デ
ー
タ
の
正
当
性
に
関
す
る
検
討
を
丁
寧
に
積
み
重
ね
、
そ
の

正
当
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
不
正
競
争
防
止
法
違
法
と
な
ら
な
い
と
し

て
、
比
較
広
告
に
関
す
る
一
つ
の
基
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
不
正
競
争
防
止
法
に
お
け
る
比
較
広
告
に
関
す
る
事
案
は
、

商
品
の
価
格
や
性
能
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
（
名
古
屋
地
判
昭
和

四
六
年
一
月
二
六
日
無
体
集
三
巻
一
号
一
頁
「
モ
ノ
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト

事
件
」
、
大
阪
地
判
昭
和
五
八
年
一
一
月
一
六
日
無
体
集
一
五
巻
三

号
七
五
六
頁
「
バ
タ
フ
ラ
イ
バ
ル
ブ
事
件
」
な
ど
）
、
今
回
の
事
案
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の
よ
う
に
科
学
的
デ
ー
タ
の
正
当
性
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た

も
の
は
初
め
て
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
比
較
広
告
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
二
二
号
及
び
一

四
号
の
不
正
競
争
行
為
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
当
た
っ
て

は
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
に
よ
る
「
比
較
広
告
に
関
す
る
景
品
表

示
法
上
の
考
え
方
」
を
参
考
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
に
対
し
、

「
不
正
競
争
行
為
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防

止
法
所
定
の
各
要
件
を
検
討
す
れ
ば
足
り
る
」
と
し
た
点
は
不
正
競

争
防
止
法
と
景
品
表
示
法
（
以
下
、
「
景
表
法
」
と
い
う
。
）
と
の
関

係
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
争
点
①
に
つ
い
て

　
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
一
四
号
は
「
競
争
関
係
に
あ
る
他
人

の
営
業
上
の
信
用
を
害
す
る
虚
偽
の
事
実
を
告
知
し
、
又
は
流
布
す

る
行
為
」
と
し
て
信
用
殿
損
行
為
を
不
正
競
争
類
型
に
挙
げ
て
い
る
。

信
用
殿
損
行
為
は
従
来
か
ら
典
型
的
な
不
正
競
争
と
さ
れ
て
お
り
、

一
九
三
四
年
（
昭
和
九
年
）
に
制
定
さ
れ
た
わ
が
国
初
の
不
正
競
争

防
止
法
（
昭
和
九
年
法
律
一
四
号
）
か
ら
不
正
競
争
類
型
と
し
て
規

定
さ
れ
て
い
た
（
一
九
三
四
年
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項
三
号
）
。

ま
た
、
工
業
所
有
権
に
関
す
る
パ
リ
条
約
（
以
下
、
「
パ
リ
条
約
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
も
「
競
争
者
の
営
業
所
、
産
品
又
は
工
業
上

若
し
く
は
商
業
上
の
活
動
に
関
す
る
信
用
を
害
す
る
よ
う
な
取
引
上

の
虚
偽
の
主
張
」
は
と
く
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
（
同
条
約
一
〇
条
の

二
⑥
項
二
号
）
。

　
X
と
Y
が
競
争
関
係
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
い
。

「
営
業
上
の
信
用
」
と
は
営
業
活
動
に
関
す
る
経
済
L
の
外
部
的
評

価
を
い
い
、
た
と
え
ば
営
業
に
よ
っ
て
商
品
や
役
務
の
社
会
的
評
価
、

そ
の
も
の
の
支
払
い
能
力
や
営
業
能
力
等
に
関
す
る
社
会
的
信
頼
な

ど
の
こ
と
で
あ
る
が
（
山
本
庸
幸
『
要
説
不
正
競
争
防
止
法
第
三

版
』
二
四
七
頁
）
、
両
当
事
者
は
わ
が
国
を
代
表
す
る
大
手
食
品
会

社
で
あ
り
、
営
業
上
の
信
用
を
有
す
る
こ
と
に
疑
い
は
な
く
、
実
際
、

本
件
に
お
い
て
も
そ
の
点
は
争
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
害
す
る
」

と
は
他
人
の
営
業
上
の
信
用
を
殿
損
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
社

会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
が
（
山
本
・
前
掲
二
四
八

頁
）
、
そ
の
社
会
的
評
価
の
低
下
は
「
虚
偽
の
事
実
」
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
し
て
、
Y
は
大
々
的
な
宣
伝
広
告

活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
流
布
」
と
い
う
行
為
も
認
め
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
争
点
ω
に
つ
い
て
は
本
件
比
較
広
告
が
「
虚
偽

の
事
実
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
焦
点
と
な
る
。

「
虚
偽
の
事
実
」
と
は
、
客
観
的
真
実
に
反
す
る
事
実
を
い
い
、
行

為
者
自
ら
が
虚
構
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
他
人
が
虚
構
し
た
も
の
て

あ
る
と
を
問
わ
ず
、
表
現
を
緩
和
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
表
現
の
実

質
的
内
容
が
事
実
に
反
し
て
い
る
場
合
は
含
ま
れ
る
（
逐
条
解
説
八
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四
頁
）
。
誹
諺
者
が
虚
偽
と
し
て
認
識
し
て
い
る
事
実
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
客
観
的
真
実
に
合
致
し
て
れ
ば
、
名
誉
殿
損
罪
（
刑
法
壬
二

〇
条
一
項
）
に
問
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
本
号
の
対
象
と

な
ら
な
い
。
名
指
し
で
直
接
的
に
誹
諺
す
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
間

接
的
な
表
現
を
用
い
て
も
諸
般
の
事
情
か
ら
需
要
者
や
取
引
者
が
原

告
ま
た
は
そ
の
販
売
す
る
商
品
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
分
か
る
よ

う
な
場
合
も
本
号
の
対
象
と
な
る
（
山
本
・
前
掲
二
四
八
頁
）
。

　
T
I
G
G
論
文
に
お
け
る
「
フ
ク
ロ
ノ
リ
抽
出
液
及
び
第
ニ
リ
ン

酸
カ
ル
シ
ウ
ム
を
含
む
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
」
と
は
X
商
品
の
「
キ

シ
リ
ト
ー
ル
＋
2
」
を
指
し
、
同
論
文
を
基
に
制
作
さ
れ
た
本
件
比

較
表
示
に
お
け
る
』
般
の
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
」
も
「
キ
シ
リ
ト

ー
ル
＋
2
」
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
件
比
較
表
示
は
、
間
接
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

諸
般
の
事
情
か
ら
需
要
者
や
取
引
者
が
原
告
ま
た
は
そ
の
販
売
す
る

商
品
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
分
か
る
よ
う
な
場
合
に
該
当
す
る
。

　
判
決
は
、
再
石
灰
化
率
の
評
価
に
つ
い
て
Y
が
脱
灰
深
度
b
の
み

に
よ
り
行
っ
て
い
る
が
ミ
ネ
ラ
ル
喪
失
量
△
Z
（
＜
o
一
訳
・
装
ヨ
）

も
併
せ
て
パ
ラ
メ
ー
タ
と
し
て
用
い
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
き
、

以
下
の
理
由
に
よ
り
脱
灰
深
度
旧
を
単
独
の
パ
ラ
メ
ー
タ
と
し
て
用

い
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
。

す
な
わ
ち
、
脱
灰
深
度
旧
は
国
際
学
会
合
意
に
お
い
て
「
望
ま
し
い
、

選
択
自
由
な
パ
ラ
メ
ー
タ
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
再
石
灰

化
に
関
す
る
複
数
の
学
術
論
文
に
お
い
て
ミ
ネ
ラ
ル
喪
失
量
と
同
等

の
パ
ラ
メ
ー
タ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
脱
灰
深
度
旧
と
ミ
ネ

ラ
ル
喪
失
量
△
Z
は
T
M
R
法
か
ら
得
ら
れ
る
二
つ
の
主
要
な
パ
ラ

メ
ー
タ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
初
期
う
蝕
脱
灰
病
巣
で
は
病

巣
深
部
か
ら
の
再
石
灰
化
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
深
層

か
ら
の
再
石
灰
化
を
評
価
す
る
方
法
と
し
て
は
脱
灰
深
度
旧
に
よ
る

評
価
方
法
が
適
し
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
、
T
M
R
法
で
得
ら
れ
る

再
石
灰
化
効
果
を
評
価
す
る
場
合
の
パ
ラ
メ
ー
タ
と
し
て
は
、
総
ミ

ネ
ラ
ル
総
質
量
、
脱
灰
深
度
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
の
形
状
、
表
層
エ
ナ

メ
ル
の
幅
・
深
度
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
パ
ラ
メ
ー
タ
の
ど
れ

を
使
用
す
る
か
は
実
験
目
的
等
に
よ
り
研
究
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
脱
灰
深
度
旧
の
み
を
用
い
て
再
石
灰
化
率
を
算
定
し

た
学
術
論
文
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
等
の
事
実
を
総
合
考
慮
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
C
M
R
の
撮
影
条
件
な
ら
び
に
脱
灰
深
度

b
お
よ
び
ミ
ネ
ラ
ル
喪
失
量
△
Z
の
計
測
方
法
の
妥
当
性
、
H
S
I

試
験
法
の
合
理
性
お
よ
び
試
験
で
ウ
シ
歯
を
用
い
る
こ
と
の
妥
当
性

に
つ
い
て
、
専
門
家
に
よ
る
多
数
の
鑑
定
書
を
検
討
し
た
結
果
、
X

の
実
験
デ
ー
タ
が
そ
の
実
験
方
法
も
含
め
て
合
理
性
を
有
す
る
と
し
、

本
件
比
較
表
示
は
客
観
的
事
実
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
虚

偽
の
事
実
」
に
当
た
ら
な
い
と
認
定
し
た
。
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こ
れ
ら
の
点
は
非
常
に
高
度
な
歯
科
医
学
的
専
門
知
識
を
要
す
る

事
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
ま
た
実
際
に
X
か
ら
は
、
X
の
「
キ
シ
リ

ト
ー
ル
・
ガ
ム
十
2
〈
ピ
ン
ク
ミ
ン
ト
〉
」
が
Y
の
「
ポ
ス
カ
ム
」

の
約
二
倍
の
再
石
灰
化
効
果
が
あ
っ
た
旨
の
東
京
歯
科
大
学
口
腔
超

微
構
造
学
講
座
A
教
授
が
行
っ
た
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
・
ガ
ム
＋
2

〈
ピ
ン
ク
ミ
ン
ト
〉
」
と
「
ポ
ス
カ
ム
」
の
再
石
灰
化
促
進
比
較
ぎ

≦
q
o
試
験
に
基
づ
く
報
告
書
も
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
歯
科
医
学
的
専
門
知
識
を
有
し
て
い
な

い
裁
判
官
に
よ
る
判
断
の
妥
当
性
に
疑
問
を
差
し
挟
む
考
え
方
も
存

し
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
裁
判
所
は
、
判
決
を
す
る
に
当
た
り
、
口
頭

弁
論
の
全
趣
旨
お
よ
び
証
拠
調
べ
の
結
果
を
し
ん
酌
し
て
、
自
由
な

心
証
に
よ
り
、
事
実
に
つ
い
て
の
主
張
を
真
実
と
認
め
る
べ
き
か
否

か
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
（
民
事
訴
訟
法
二
四
七
条
）
、
今

回
提
出
さ
れ
た
証
拠
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
結
論
に
は
異
を
唱
え
る

べ
き
理
由
は
な
い
。

三
　
争
点
⑭
に
つ
い
て

　
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
一
三
号
は
「
商
品
若
し
く
は
役
務
若

し
く
は
そ
の
広
告
若
し
く
は
取
引
に
用
い
る
書
類
若
し
く
は
通
信
に

そ
の
商
品
の
原
産
地
、
品
質
、
内
容
、
製
造
方
法
、
用
途
若
し
く
は

数
量
若
し
く
は
そ
の
役
務
の
質
、
内
容
、
用
途
若
し
く
は
数
量
に
つ

い
て
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
し
、
又
は
そ
の
表
示
を
し
た
商
品

を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、

輸
出
し
、
輸
入
し
、
若
し
く
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
、

若
し
く
は
そ
の
表
示
を
し
て
役
務
を
提
供
す
る
行
為
」
と
定
め
、
品

質
等
誤
認
惹
起
行
為
を
不
正
競
争
類
型
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
品

質
等
誤
認
惹
起
行
為
も
典
型
的
な
不
正
競
争
類
型
で
あ
り
、
原
産
地

の
誤
認
惹
起
に
関
し
て
は
一
九
三
四
年
不
正
競
争
防
止
法
か
ら
不
正

競
争
と
し
て
規
定
さ
れ
（
一
九
三
四
年
不
正
競
争
防
止
法
一
条
一
項

二
号
）
、
品
質
や
内
容
に
つ
い
て
の
誤
認
惹
起
行
為
も
一
九
五
〇
年

改
正
に
よ
り
不
正
競
争
類
型
に
加
え
ら
れ
た
（
一
九
五
〇
年
不
正
競

争
防
止
法
一
条
五
号
）
。
パ
リ
条
約
も
「
産
品
の
性
質
、
製
造
方
法
、

特
徴
、
用
途
又
は
数
量
に
つ
い
て
公
衆
を
誤
ら
せ
る
よ
う
な
取
引
上

の
表
示
及
び
主
張
」
を
と
く
に
禁
ず
る
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る

（
同
条
約
一
〇
条
の
二
⑬
項
三
号
）
。

「
ポ
ス
カ
ム
〈
ク
リ
ア
ド
ラ
イ
〉
は
、
一
般
的
な
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ

ム
に
比
べ
約
五
倍
の
再
石
灰
化
効
果
を
実
現
」
と
い
う
本
件
比
較
表

示
は
商
品
で
あ
る
ガ
ム
の
広
告
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
本
件
比
較
表

示
に
よ
っ
て
そ
の
ガ
ム
の
品
質
・
内
容
に
つ
い
て
誤
認
が
惹
起
さ
れ

る
か
が
問
題
と
な
る
。

「
品
質
」
と
は
、
そ
の
商
品
ま
た
は
役
務
の
性
質
を
い
い
、
「
内
容
」

と
は
、
そ
の
商
品
の
実
質
や
属
性
を
い
う
が
、
こ
れ
ら
を
特
に
区
別

す
る
実
益
は
な
く
、
い
ず
れ
か
に
該
当
す
れ
ば
よ
い
。
典
型
的
ケ
ー
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ス
は
、
自
己
の
商
品
の
性
能
ま
た
は
役
務
の
効
果
な
ど
に
つ
い
て
実

際
よ
り
優
良
な
も
の
の
よ
う
に
見
せ
か
け
、
も
し
く
は
誇
張
し
て
示

す
表
示
（
例
”
ビ
ー
ル
で
な
い
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
こ
れ
と
紛
ら
わ

し
い
ビ
ヤ
ー
と
表
示
（
東
京
地
判
昭
和
三
六
年
六
月
三
〇
日
下
民
一

二
巻
六
号
一
五
〇
八
頁
「
ラ
イ
ナ
ー
ビ
ヤ
ー
事
件
」
）
。
本
来
二
級
清

酒
で
あ
る
の
に
特
級
と
表
示
（
東
京
高
判
昭
和
五
〇
年
四
月
二
八
日

高
刑
集
二
八
巻
二
号
二
〇
〇
頁
「
清
酒
特
級
事
件
」
）
。
酒
税
法
上
定

義
さ
れ
て
い
る
本
み
り
ん
で
な
い
の
に
、
容
器
に
「
本
み
り
ん
」
の

部
分
を
中
央
に
目
立
ち
や
す
く
大
き
な
書
体
で
書
き
、
そ
の
下
に
小

さ
く
し
か
も
見
え
に
く
く
「
タ
イ
プ
」
と
「
調
味
料
」
を
二
行
に
分

け
て
構
成
さ
れ
て
い
る
表
示
を
し
た
も
の
（
京
都
地
判
平
成
二
年
四

月
二
五
日
判
時
二
二
七
五
号
一
二
七
頁
「
本
み
り
ん
タ
イ
プ
調
味
料

事
件
」
）
な
ど
）
、
ま
た
は
そ
の
商
品
の
性
能
も
し
く
は
役
務
の
効
果

な
ど
を
左
右
す
る
重
要
事
項
を
こ
と
さ
ら
隠
蔽
し
て
表
示
し
な
い
よ

う
な
表
示
（
例
一
不
動
産
取
引
の
重
要
な
要
素
と
な
る
借
地
で
あ
る

こ
と
を
表
示
し
な
い
）
で
あ
る
（
山
本
・
前
掲
二
二
九
頁
以
下
）
。

「
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
」
と
は
、
需
要
者
ま
た
は
取
引
者
に
そ

の
商
品
の
品
質
等
を
誤
っ
て
認
識
さ
せ
、
ま
た
は
誤
解
さ
せ
る
よ
う

な
表
示
を
す
る
こ
と
を
い
い
、
た
と
え
ば
国
産
品
の
時
計
に

「
評
冨
」
ま
た
は
そ
の
逆
に
外
国
製
品
に
「
日
本
製
」
と
表
示
す
る

よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
真
実
に
反
す
る
品
質
等
を
特
に
表
示
し
て
こ

れ
を
誤
っ
て
認
識
さ
せ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
真
実
の
一
部
を
こ
と

さ
ら
隠
蔽
し
て
品
質
等
を
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
誤
っ
て
認
識
さ

せ
る
こ
と
も
含
む
。
表
示
の
種
類
に
限
定
は
な
く
、
文
字
、
図
形
、

記
号
、
映
像
、
音
楽
、
商
品
の
形
態
自
体
で
も
よ
い
。
誤
認
の
判
断

要
素
と
基
準
は
、
当
該
表
示
の
使
用
方
法
、
態
様
等
諸
般
の
事
情
に

照
ら
し
、
そ
の
取
引
界
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
平
均
的
な
需
要
者

ま
た
は
取
引
者
の
注
意
力
を
も
っ
て
具
体
的
に
決
せ
ら
れ
る
（
山

本
・
前
掲
二
二
六
頁
）
。

　
本
事
案
で
は
、
①
「
約
五
倍
の
再
石
灰
化
効
果
」
と
の
評
価
が
脱

灰
深
度
旧
の
み
に
基
づ
き
ミ
ネ
ラ
ル
喪
失
量
△
Z
の
値
を
表
示
し
な

か
っ
た
点
、
②
T
I
G
G
論
文
の
D
i
2
1
3
実
験
で
は
脱
灰
深
度

旧
を
四
日
間
処
理
お
よ
び
八
日
間
処
理
の
二
つ
の
実
験
系
で
行
わ
れ

て
い
る
の
に
対
し
て
Y
が
四
日
間
処
理
の
結
果
の
み
表
示
し
た
点
、

③
人
の
歯
で
は
な
く
ウ
シ
歯
を
用
い
た
実
験
で
あ
る
こ
と
を
表
示
し

な
か
っ
た
点
に
よ
り
一
般
消
費
者
に
誤
認
を
生
じ
さ
せ
る
か
ど
う
か

が
争
わ
れ
た
。
X
は
、
こ
れ
ら
の
点
が
「
虚
偽
の
事
実
」
に
当
た
ら

な
い
と
し
て
も
（
争
点
ω
参
照
）
、
本
件
比
較
表
示
が
誤
認
を
生
じ

さ
せ
る
と
主
張
し
た
が
、
判
決
は
こ
れ
ら
の
実
験
方
法
が
合
理
的
で

あ
る
こ
と
を
前
提
に
そ
の
主
張
を
退
け
た
。
つ
ま
り
、
①
に
つ
い
て

は
、
ミ
ネ
ラ
ル
喪
失
量
△
Z
と
脱
灰
深
度
M
は
、
と
も
に
再
石
灰
化

効
果
を
評
価
す
る
際
に
標
準
的
に
用
い
ら
れ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
り
、
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脱
灰
深
度
旧
を
単
独
で
用
い
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
か
ら
、
X
の
主
張
は
前
提
を
欠
き
、
本
件
比
較
広
告
に
お
い
て
、

「
約
五
倍
の
再
石
灰
化
効
果
」
と
の
評
価
が
脱
灰
深
度
旧
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
な
く
て
も
、
一
般
消
費
者
に
対
し

て
、
何
ら
か
の
誤
認
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
で
あ
る
と
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
②
に
つ
い
て
は
、
D
1
2
1
3
実
験
に

お
い
て
、
四
日
間
処
理
と
八
日
間
処
理
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
実
験

系
と
し
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
四
日
間
処
理
の
結
果
が

八
日
間
処
理
の
中
途
結
果
で
あ
る
と
の
X
の
主
張
は
前
提
を
欠
き
、

ま
た
、
D
1
2
1
3
実
験
の
四
日
間
処
理
に
お
け
る
浸
漬
時
間
六
四

〇
分
間
は
、
「
ポ
ス
カ
ム
」
及
び
「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋
2
」
の
両
者

に
お
い
て
、
と
も
に
効
果
が
現
れ
る
と
謳
わ
れ
て
い
る
時
間
を
十
分

に
超
え
て
い
る
た
め
、
四
日
間
処
理
の
結
果
で
「
ポ
ス
カ
ム
」
と

「
キ
シ
リ
ト
ー
ル
＋
2
」
の
再
石
灰
化
効
果
を
比
較
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ガ
ム
製
品
の
包
装
紙
に
謳
わ
れ
て
い
る
効
果
を
比
較
す

る
と
い
う
意
味
で
は
、
何
ら
消
費
者
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
③
に
つ
い
て
は
、

再
石
灰
化
促
進
効
果
を
評
価
す
る
試
験
に
お
い
て
ウ
シ
歯
を
用
い
る

こ
と
は
標
準
的
な
手
段
で
あ
り
、
ウ
シ
歯
は
人
の
口
腔
内
に
お
け
る

再
石
灰
化
促
進
効
果
を
評
価
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
試
験
結
果
は
正
に
人
の
口
腔
内
で
の
再
石
灰
化
促
進
効
果

を
実
証
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
た
め
、
本
件
比
較
表
示
を
見
た

消
費
者
が
、
人
の
口
腔
内
て
の
再
石
灰
化
促
進
効
果
が
約
五
倍
違
う

と
い
う
意
味
に
理
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
D
1
2
－
3
実
験

の
実
験
結
果
が
表
す
本
来
の
意
味
ど
お
り
の
理
解
で
あ
っ
て
、
こ
の

点
に
お
い
て
消
費
者
に
誤
解
は
生
じ
て
い
な
い
と
判
示
し
た
。

　
実
験
方
法
が
合
理
的
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
正

当
性
が
認
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仮
に
そ
の
表
示
が
誤
認
を

生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
比
較
広
告
を
含
め
、
科
学
的

デ
ー
タ
の
表
示
自
体
が
品
質
等
誤
認
惹
起
行
為
に
な
る
と
い
う
結
論

を
導
き
妥
当
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
重
要
な
情
報
で
あ
る

科
学
的
デ
ー
タ
を
表
示
す
る
こ
と
を
妨
げ
、
ひ
い
て
は
国
民
経
済
の

健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
不
正
競
争
防
止
法
の

趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。

四
　
景
表
法
と
の
関
係
に
つ
い
て

　
X
は
、
本
件
比
較
広
告
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
二
二
号
お

よ
び
一
四
号
の
不
正
競
争
行
為
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
当

た
っ
て
は
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
に
よ
る
「
比
較
広
告
に
関
す

る
景
品
表
示
法
上
の
考
え
方
」
を
参
考
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
こ
の
主
張
に
対
し
て
、
判
決
は
、
右
不
正
競
争
行
為
に
該
当
す

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
所
定
の
各
要
件
を
検
討

す
れ
ば
足
り
る
の
み
な
ら
ず
、
右
の
「
比
較
広
告
に
関
す
る
景
品
表
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示
法
上
の
考
え
方
」
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
本
件
比
較
広
告
は
不
正

競
争
防
止
法
二
条
一
項
一
三
号
、
一
四
号
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
、
X
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
判
決
は

結
論
を
述
べ
る
の
み
で
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
こ
で
、

こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
景
表
法
は
、
商
品
及
び
役
務
の
取
引
に
関
連
す
る
不
当
な
景
品
類

及
び
表
示
に
よ
る
顧
客
の
誘
引
を
防
止
す
る
た
め
、
私
的
独
占
の
禁

止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
独
占
禁
止
法
）
の
特
例

を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
な
競
争
を
確
保
し
、
も
っ
て
一
般
消

費
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
律
で
あ
る
（
景
表

法
一
条
）
。
こ
の
法
律
で
「
表
示
」
と
は
、
顧
客
を
誘
引
す
る
た
め

の
手
段
と
し
て
、
事
業
者
が
自
己
の
供
給
す
る
商
品
ま
た
は
役
務
の

内
容
ま
た
は
取
引
条
件
そ
の
他
こ
れ
ら
の
取
引
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
行
な
う
広
告
そ
の
他
の
表
示
で
あ
っ
て
、
公
正
取
引
委
員
会
が

指
定
す
る
も
の
を
い
う
（
景
表
法
二
条
二
項
）
。
景
表
法
四
条
は
、

事
業
者
が
自
己
の
供
給
す
る
商
品
の
取
引
に
つ
い
て
不
当
な
表
示
を

禁
止
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
商
品
等
の

品
質
、
規
格
そ
の
他
の
内
容
に
つ
い
て
、
一
般
消
費
者
に
対
し
、
実

際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優
良
で
あ
る
と
示
し
、
ま
た
は
事
実
に
相

違
し
て
当
該
事
業
者
と
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
事
業
者
に
係
る
も
の

よ
り
も
著
し
く
優
良
で
あ
る
と
示
す
こ
と
に
よ
り
、
不
当
に
顧
客
を

誘
引
し
、
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

表
示
（
景
表
法
四
条
一
項
一
号
）
、
商
品
等
の
価
格
そ
の
他
の
取
引

条
件
に
つ
い
て
、
実
際
の
も
の
ま
た
は
当
該
事
業
者
と
競
争
関
係
に

あ
る
他
の
事
業
者
に
係
る
も
の
よ
り
も
取
引
の
相
手
方
に
著
し
く
有

利
で
あ
る
と
一
般
消
費
者
に
誤
認
さ
れ
る
た
め
、
不
当
に
顧
客
を
誘

引
し
、
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
表

示
（
景
表
法
四
条
一
項
二
号
）
、
そ
の
ほ
か
商
品
等
の
取
引
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
一
般
消
費
者
に
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
表
示

で
あ
っ
て
、
不
当
に
顧
客
を
誘
引
し
、
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
て
公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
（
景
表

法
四
条
一
項
三
号
）
で
あ
る
（
景
表
法
に
お
け
る
不
当
表
示
規
制
に

つ
い
て
は
河
井
克
倭
“
地
頭
所
五
男
『
Q
＆
A
景
品
表
示
法
－
景

品
・
表
示
規
制
の
理
論
と
実
務
【
改
訂
版
】
』
一
五
一
頁
以
下
、
松

村
信
夫
『
不
正
競
業
訴
訟
の
法
理
と
実
務
〔
第
4
版
〕
』
五
九
八
頁

以
下
。
な
お
、
立
法
論
を
含
め
た
両
法
の
関
係
に
つ
い
て
田
村
善
之

『
不
正
競
争
法
概
説
〔
第
2
版
〕
』
四
三
四
頁
以
下
参
照
）
。

　
景
表
法
も
比
較
広
告
に
つ
い
て
直
接
に
規
定
し
た
条
文
を
有
さ
な

い
が
、
公
正
取
引
委
員
会
は
一
九
八
七
年
四
月
に
既
述
の
「
比
較
広

告
に
関
す
る
景
品
表
示
法
上
の
考
え
方
」
を
公
表
し
て
、
比
較
広
告

に
関
す
る
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
公
正
取
引
委
員
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
耳
8
“
＼
＼
≦
≦
名
無
訂
西
9
甘
＼
犀
①
一
げ
K
o
＼
旨
8
お
＼
げ
穿
四
屏
F
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日
ヨ
）
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
対
象
と
す
る
比
較
広
告
の
範
囲
は
、
自
己
の
供

給
す
る
商
品
又
は
役
務
（
以
下
「
商
品
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

こ
れ
と
競
争
関
係
に
あ
る
特
定
の
商
品
等
を
比
較
対
象
商
品
等
と
し

て
示
し
（
暗
示
的
に
示
す
場
合
を
含
む
。
）
、
商
品
等
の
内
容
ま
た
は

取
引
条
件
に
関
し
て
、
客
観
的
に
測
定
ま
た
は
評
価
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
比
較
す
る
広
告
で
あ
る
。
比
較
広
告
が
不
当
表
示
と
な
ら
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
一
般
消
費
者
に
こ
の
よ
う
な
誤
認
を
与
え

な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
①
比
較
広
告
で
主
張
す
る
内
容
が

客
観
的
に
実
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
実
証
さ
れ
て
い
る
数
値
や
事

実
を
正
確
か
つ
適
正
に
引
用
す
る
こ
と
、
③
比
較
の
方
法
が
公
正
で

あ
る
こ
と
の
三
つ
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
必
要
が
あ
る
。
各
要
件

に
つ
い
て
は
さ
ら
に
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
要
件
①
に
お
い
て
は
、
客
観
的
に
実
証
さ
れ
て
い
る
数
値
や
事
実

を
摘
示
し
て
比
較
す
る
場
合
に
は
、
通
常
、
一
般
消
費
者
が
誤
認
す

る
こ
と
は
な
い
の
で
、
不
当
表
示
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
上
で
、

「
客
観
的
に
実
証
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
た
め
に
は
、
以
下
の
事
項

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
実
証
が
必
要
な
事
項
の
範
囲
は
、

比
較
広
告
で
主
張
す
る
事
項
の
範
囲
で
あ
り
、
例
え
ば
、
「
某
市
で

調
査
し
た
結
果
、
A
商
品
よ
り
B
商
品
の
方
が
優
秀
で
あ
っ
た
。
」

と
い
う
比
較
広
告
を
行
う
場
合
に
は
、
某
市
に
お
い
て
A
商
品
と
B

商
品
と
の
優
秀
性
に
関
す
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び

主
張
す
る
よ
う
な
調
査
結
果
が
出
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
実

証
は
、
比
較
す
る
商
品
等
の
特
性
に
つ
い
て
確
立
さ
れ
た
方
法
（
例

え
ば
、
自
動
車
の
燃
費
効
率
に
つ
い
て
は
、
一
〇
モ
ー
ド
法
）
が
あ

る
場
合
に
は
当
該
確
立
さ
れ
た
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
な
い
場
合

に
は
社
会
通
念
上
お
よ
び
経
験
則
上
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
方
法
（
例

え
ば
、
無
作
為
抽
出
法
で
相
当
数
の
サ
ン
ブ
ル
を
選
ん
で
、
作
為
が

生
じ
な
い
よ
う
に
考
慮
し
て
行
う
調
査
方
法
）
に
よ
っ
て
、
主
張
し

よ
う
と
す
る
事
実
が
存
在
す
る
と
認
識
で
き
る
程
度
ま
で
、
行
わ
れ

て
い
る
必
要
が
あ
る
。
調
査
を
行
っ
た
機
関
が
広
告
主
と
は
関
係
の

な
い
第
三
者
（
例
え
ば
、
国
公
立
の
試
験
研
究
機
関
等
の
公
的
機
関
、

中
立
的
な
立
場
で
調
査
、
研
究
を
行
う
民
間
機
関
等
）
で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
調
査
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
を
用
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
広
告
主
と

関
係
の
な
い
第
三
者
の
行
っ
た
も
の
で
な
く
と
も
、
そ
の
実
証
方
法

等
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
を
比
較
広
告
の
根
拠
と
し
て

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
要
件
②
に
お
い
て
は
、
客
観
的
に
実
証
さ
れ
て
い
る
数
値
や
事
実

を
正
確
か
つ
適
正
に
引
用
す
る
場
合
に
は
、
通
常
、
一
般
消
費
者
が

誤
認
す
る
こ
と
は
な
い
の
て
、
不
当
表
示
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
上

で
、
「
正
確
か
つ
適
正
に
引
用
す
る
」
と
い
う
た
め
に
は
、
以
下
の
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事
項
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
調
査
結
果
の
引
用
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
実
証
さ
れ
て
い
る
事
実
の
範
囲
内
で
引
用
す
る

こ
と
、
例
え
ば
、
実
証
の
根
拠
と
な
る
調
査
が
一
定
の
限
ら
れ
た
条

件
の
下
で
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
限
ら
れ
た
条
件
の
下
で

の
比
較
と
し
て
引
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
限
ら
れ

た
条
件
の
下
で
の
調
査
結
果
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の

条
件
の
下
で
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
引
用
す
る
場

合
（
例
え
ば
、
温
暖
地
用
の
エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル
の
性
能
に
関
す
る
比

較
広
告
に
お
い
て
、
温
暖
地
で
の
比
較
実
験
の
結
果
の
み
を
根
拠
に
、

自
社
製
品
が
国
内
の
す
べ
て
の
地
域
に
お
い
て
優
秀
で
あ
る
と
主
張

す
る
よ
う
な
場
合
）
に
は
、
主
張
す
る
事
実
（
こ
の
例
で
は
、
国
内

の
す
べ
て
の
地
域
に
お
け
る
自
社
製
品
の
優
秀
性
）
に
つ
い
て
ま
で

は
実
証
が
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
、
不
当
表
示
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
。
ま
た
、
調
査
結
果
の
］
部
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
調
査
結
果

の
趣
旨
に
沿
っ
て
引
用
す
る
こ
と
、
例
え
ば
、
各
社
の
製
品
に
つ
い

て
、
多
数
の
項
目
に
わ
た
っ
て
比
較
テ
ス
ト
を
し
て
い
る
調
査
結
果

の
一
部
を
引
用
す
る
場
合
に
、
自
己
の
判
断
で
、
い
く
つ
か
の
項
目

を
恣
意
的
に
取
り
上
げ
、
そ
の
評
価
を
点
数
化
し
、
平
均
値
を
求
め

る
と
い
う
方
法
等
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
調
査
結
果
の
本
来

の
趣
旨
と
は
異
な
る
形
で
引
用
し
、
自
社
製
品
の
優
秀
性
を
主
張
す

る
事
は
、
不
当
表
示
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
調
査
方
法
に
関
す
る

デ
ー
タ
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
あ
る
調
査
結
果
を
引
用
し
て
比
較
す

る
場
合
、
一
般
消
費
者
が
調
査
結
果
を
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
調
査
機
関
、
調
査
時
点
、
調
査
場
所
等
の

調
査
方
法
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
広
告
中
に
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
。
た
だ
し
、
調
査
方
法
を
適
切
に
説
明
で
き
る
限
り
、
広
告
ス

ペ
ー
ス
等
の
関
係
か
ら
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
表
示
し
な
い
と
し
て

も
特
に
問
題
な
い
。
他
方
、
調
査
機
関
や
調
査
時
点
等
を
あ
え
て
表

示
せ
ず
、
調
査
の
客
観
性
や
調
査
時
点
等
に
つ
い
て
一
般
消
費
者
に

誤
認
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
不
当
表
示
と

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
一
〇
〇

人
中
六
〇
人
が
A
商
品
よ
り
B
商
品
の
方
が
使
い
心
地
が
よ
い
と
言

っ
た
。
」
と
い
う
広
告
に
お
い
て
、
調
査
機
関
、
調
査
時
点
、
調
査

場
所
等
に
つ
い
て
は
あ
え
て
表
示
せ
ず
、
む
し
ろ
「
近
時
に
お
け
る

権
威
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
」
等
と
あ
た
か
も
第
三
者
機
関
が
最
近
行

っ
た
調
査
で
あ
る
か
の
よ
う
な
文
言
を
用
い
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、

自
社
で
行
っ
た
調
査
で
あ
っ
た
り
、
相
当
以
前
に
行
っ
た
調
査
で
あ

っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
不
当
表
示
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
要
件
③
に
お
い
て
は
、
比
較
の
方
法
が
公
正
で
あ
る
場
合
に
は
、

通
常
、
一
般
消
費
者
が
誤
認
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
不
当
表
示
と

な
ら
な
い
と
し
た
上
で
、
「
比
較
の
方
法
が
公
正
で
あ
る
」
と
い
う

た
め
に
は
、
以
下
の
事
項
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
表
示
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事
項
（
比
較
項
目
）
の
選
択
基
準
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
ど
の
よ

う
な
事
項
に
つ
い
て
比
較
し
た
と
し
て
も
特
に
問
題
な
い
が
、
特
定

の
事
項
に
つ
い
て
比
較
し
、
そ
れ
が
商
品
等
の
全
体
の
機
能
、
効
用

等
に
余
り
影
響
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
商
品
等
の
全

体
の
機
能
、
効
用
等
が
優
良
で
あ
る
か
の
よ
う
に
強
調
す
る
よ
う
な

場
合
に
は
、
不
当
表
示
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
自
社
製

品
が
墳
末
な
改
良
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
従
来
の
他
社
製
品
と
比
べ
、
画
期
的
な
新
製
品
で
あ
る
か
の

よ
う
に
表
示
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
比
較
の
対
象
と
な
る
商
品

等
の
選
択
基
準
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
比
較
の
対
象
と
し
て
、
競

争
関
係
に
あ
る
ど
の
よ
う
な
商
品
等
を
選
択
し
て
も
特
に
問
題
な
い
。

さ
ら
に
、
短
所
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
あ
る
事
項
に
つ
い

て
比
較
す
る
場
合
、
こ
れ
に
付
随
す
る
他
の
短
所
を
表
示
し
な
か
っ

た
と
し
て
も
特
に
問
題
な
い
が
、
表
示
を
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
は
通
常
表
示
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
っ
て
、
主
張
す
る
長
所
と

不
離
一
体
の
関
係
に
あ
る
短
所
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
殊
更
表
示
し
な

か
つ
た
り
、
明
瞭
に
表
示
し
な
か
っ
た
り
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、

商
品
全
体
の
機
能
、
効
用
等
に
つ
い
て
一
般
消
費
者
に
誤
認
を
与
え

る
の
で
、
不
当
表
示
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
土
地
の
価

格
を
比
較
す
る
場
合
に
お
い
て
、
自
社
が
販
売
す
る
土
地
に
は
高
圧

電
線
が
架
設
さ
れ
て
い
る
た
め
安
価
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
特
に
触
れ
な
い
よ
う
な
と
き
で
あ

る
。　
判
決
は
、
本
件
比
較
広
告
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
一
三
号
、

一
四
号
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
不
正
競
争
防

止
法
所
定
の
各
要
件
を
検
討
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
が
、
妥
当
で
あ

る
と
解
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
両
者
は
公
正
な
競
争
の
確
保
と
い
う

点
を
目
的
に
含
む
こ
と
に
お
い
て
共
通
す
る
が
、
右
に
見
て
き
た
通

り
、
景
表
法
は
行
政
規
制
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
営
業
上
の

利
益
や
営
業
上
の
信
用
と
い
っ
た
私
的
な
法
益
を
不
正
競
争
に
よ
り

侵
害
さ
れ
る
者
に
の
み
訴
権
を
認
め
る
不
正
競
争
防
止
法
と
は
次
元

を
異
に
す
る
。
ま
た
、
「
比
較
広
告
に
関
す
る
景
品
表
示
法
上
の
考

え
方
」
は
あ
く
ま
で
も
公
正
取
引
委
員
会
が
作
成
し
た
景
表
法
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
そ
の
考
え
方
を
不
正
競
争
防
止
法
に

お
け
る
判
断
に
直
接
持
ち
込
む
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
「
比
較
広
告
に

関
す
る
景
品
表
示
法
上
の
考
え
方
」
の
趣
旨
と
合
致
し
な
い
。
加
え

て
、
現
在
に
お
い
て
は
、
比
較
広
告
が
景
表
法
上
の
不
当
表
示
に
該

当
す
れ
ば
、
独
占
禁
止
法
二
四
条
に
よ
る
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
う

る
（
景
表
法
四
条
一
項
、
七
条
一
項
、
独
占
禁
止
法
八
条
一
項
五
号

参
照
）
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
比
較
広
告
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条

一
項
二
二
号
、
一
四
号
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
当
た
っ
て

は
不
正
競
争
防
止
法
所
定
の
各
要
件
を
検
討
す
れ
ば
足
り
、
「
比
較
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広
告
に
関
す
る
景
品
表
示
法
上
の
考
え
方
」
を
参
考
と
す
べ
き
理
由

は
な
い
。

　
ま
た
、
判
決
文
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
部
分
も
若
干
存
す
る
が
、

仮
に
「
比
較
広
告
に
関
す
る
景
品
表
示
法
上
の
考
え
方
」
を
考
慮
す

る
と
、
本
件
比
較
表
示
は
、
広
告
主
と
は
関
係
の
な
い
第
三
者
に
よ

る
試
験
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
客
観
的
に
実
証
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
要
件
①
を
満
た
す
。
そ
の
客
観
的
に
実
証
さ
れ
た
デ
ー

タ
に
基
づ
い
た
本
件
比
較
広
告
は
「
ヒ
ト
唾
液
浸
漬
法
で
の
一
般
的

な
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
と
の
比
較
試
験
」
と
の
表
題
の
下
に
、
「
ポ

ス
カ
ム
」
〈
ク
リ
ア
ド
ラ
イ
〉
と
』
般
的
な
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
」

と
の
対
比
表
を
掲
載
し
、
「
特
許
成
分
℃
○
ω
⊥
冒
（
リ
ン
酸
化
オ
リ

ゴ
糖
カ
ル
シ
ウ
ム
）
を
配
合
し
た
ポ
ス
カ
ム
は
、
歯
の
主
成
分
で
あ

る
リ
ン
酸
と
カ
ル
シ
ウ
ム
を
傷
つ
い
た
歯
に
効
率
的
に
補
給
・
浸
透

さ
せ
る
こ
と
で
、
一
般
的
な
キ
シ
リ
ト
ー
ル
ガ
ム
の
約
五
倍
の
再
石

灰
化
を
実
現
し
ま
し
た
。
…
…
口
内
を
歯
が
再
石
灰
化
し
や
す
い
環

境
に
整
え
、
歯
を
丈
夫
で
健
康
に
す
る
、
ポ
ス
カ
ム
。
」
な
ど
と
記

載
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
正
確
か
つ
適
正
に
引
用
す
る
」
と
い

う
要
件
②
も
満
た
す
。
要
件
③
の
「
比
較
の
方
法
が
公
正
で
あ
る
」

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
比
較
し
、
そ
れ
が

商
品
等
の
全
体
の
機
能
、
効
用
等
に
余
り
影
響
が
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
あ
た
か
も
商
品
等
の
全
体
の
機
能
、
効
用
等
が
優
良
で
あ
る

か
の
よ
う
に
強
調
す
る
よ
う
な
場
合
に
不
当
表
示
と
な
る
お
そ
れ
が

あ
る
の
で
あ
る
が
、
本
件
比
較
広
告
に
そ
の
よ
う
な
点
は
見
受
け
ら

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
判
決
が
述
べ
る
通
り
、
「
比
較
広
告
に
関

す
る
景
品
表
示
法
上
の
考
え
方
」
を
考
慮
し
て
も
な
お
本
件
比
較
広

告
は
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
二
二
号
、
一
四
号
に
該
当
す
る
も

の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
既
述
の
通
り
、
本
件
比
較
広

告
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
二
二
号
、
一
四
号
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
不
正
競
争
防
止
法
所
定
の
各
要
件
を

検
討
す
れ
ば
足
り
、
「
比
較
広
告
に
関
す
る
景
品
表
示
法
上
の
考
え

方
」
を
参
考
と
す
べ
き
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
上
記
の
考

え
方
（
「
比
較
広
告
に
関
す
る
景
品
表
示
法
上
の
考
え
方
」
の
こ

と
・
筆
者
註
）
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
本
件
比
較
広
告
は
不
正
競
争

防
止
法
二
条
一
項
二
二
号
、
一
四
号
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
」

と
ま
で
述
べ
る
必
要
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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